
32 The lnvention  2016 No.5

１． はじめに♪

若葉の緑もまぶしい季節になりまし

た。知的財産の「伝説の名
マ エ ス ト ロ

指揮者（？）」

こと弁理士の中川淨
きよむね

宗です。

前回は「獣医用組成物事件」を紹介

し、発明として完成していない「未完

成発明」は特許法上の発明（特２条１

項）に該当しないこと、そして未完成

発明に関する特許出願は「産業上利用

することができる発明」（特29条１項

柱書き）に該当しないことを理由に拒

絶されてしまう旨を説明しました。

今回も前回に引き続き、未完成発明

に関する判例として、最高裁判所の昭

和44年１月28日の判決「原子力エネ

ルギー発生装置事件」を紹介します。

本判決は、第１に安全を確保してい

ないアイデアは未完成発明であるか、

第２に未完成発明であるか否かは特許

の出願書類との関係においてどのよう

に判断されるのか、第３に未完成発明

であるか否かを判断するには、いつの

時点の資料を用いることができるのか

――、といった未完成発明に関する３

つの問題点について判断しています。

本件は、大正10年に制定された旧

特許法に関する事件であり、前回と同

様に、だいぶ昔のものですが、現在も

なお通用する先例的な意義（煌
きらめ

き ）

を有する重要な判例です。

なお、旧特許法１条は、「新規ナル

工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ

付特許ヲ受クルコトヲ得」と規定して

いましたが、ほぼ、昭和34年に制定

された現行特許法29条に相当します。

今回の判例を通じて、皆さんには未

完成発明をめぐる諸問題について理解

していただき、特許法の「マスター」

にまた一歩近づきましょう。

２． この事件のあらすじ♪

今回は紹介する問題点が３つもある

ので、さっそくこの事件のあらすじを

お話ししていきます。

原告Ｘは、その名称を「エネルギー

発生装置」とする原子炉に関する発明

（Ｘ発明）について、昭和14年にフラ

ンスで特許出願を行い、その優先権を

主張して昭和15年に日本で特許出願

（Ｘ出願）を行いました。

Ｘ出願は、第２次世界大戦中に無効

処分を受けましたが、連合国人工業所

有権戦後措置令に基づいて、昭和26

年に回復されています。

しかしながら、「Ｘ出願は、工業的

に利用できるようにエネルギーを発生

させる方法が具体的でないため、Ｘ出

願時において発明が完成しているとは

認められない」として、審査官から拒

絶査定を受けてしまいました。

そこでＸは、この拒絶査定を不服と

して、旧特許法上の制度である抗告審

判を請求しました。

ところが、審判官も、「Ｘ出願の明

細書の記載に照らせば、Ｘ発明はその

実施の態様に関する説明が著しく不完

全で実験的な証明を欠いており、単に

抽象的な理論または希望を並べ立てた

ものにすぎず、Ｘ出願の原子炉は産業

上安全に利用できない」として、拒絶

審決を行いました。

そのため、Ｘは特許庁長官を被告と

して、この拒絶審決の取り消しを求

め、東京高等裁判所に審決取消訴訟を

提起したわけです。

Lesson14：未完成発明の諸問題
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体は技術的に未完成のものとして発明

を構成しないと判断して妨げない……」

「発明が完成していたかどうかを出

願時を基準として判断するとは、その

出願当時において発明がすでに技術的

に完成していたかどうかを判定するこ

とであって、その出願当時判明してい

る技術知識を基準としてその完成の有

無を判定することではない。

右の判断にあたっては、出願後に判

明した事実であっても、それを資料と

することを許さないとする理由はない。

これを本件についていえば、Ｘ発明

の出願当時において、その明細書に記

載どおりの技術内容のものが、その当

時の技術水準のもとで、発明の目的と

する作用効果を生ずるように作動しう

るものであったかどうかを判断するに

つき、出願時以後に原子炉の作動に関

し判明した知識を資料とすることは、

なんら妨げないのである」

４． 安全の確保の要否♪

まず、特許法上の発明として完成し

ているというためには、安全の確保が

必要なのでしょうか？

本判決は、エネルギー発生装置に関

するＸ発明について、一定かつ安全に

エネルギーを取り出せるように作動し

なければ、発明として完成していない

と述べています。

東京高等裁判所（昭和38年９月26

日判決）は、「危険防止、安全確保の

手段が具体的に明らかにされていない

Ｘ発明は、産業界において安全確実に

実施するための要件を欠除したもので

あり、技術的にみて未完成のものとい

うべく、これを旧特許法第１条にいう

工業的発明をしたものとするには足り

ない」として、請求を棄却しました。

この判決を不服として、Ｘが上告し

た上告審の判決が、今回紹介する判例

になります。

３． この判決の内容♪

「Ｘ発明は、その明細書によれば、

要するに、中性子の衝撃による天然ウ

ランの原子核分裂現象を利用し、その

原子核分裂を起こす際に発生するエネ

ルギーの爆発を惹起することなく有効

に工業的に利用できるエネルギー発生

装置を得ることを目的とするものとい

うのである。

そのような装置の発明であるとすれ

ば、それは単なる学術的実験の用具と

は異なり、少なくとも定常的かつ安全

にそのエネルギーを取り出せるよう作

動するまでに技術的に完成したもので

なければならないのは当然であって、

そのためには、中性子の衝撃による原

子核の分裂現象を連鎖的に生起させ、

かつ、これを適当に制御された状態に

おいて持続させる具体的な手段ととも

に、右連鎖的に生起する原子核分裂に

不可避的に伴う多大の危険を抑止する

に足りる具体的な方法の構想は、その

技術内容として欠くことのできないも

のといわなければならない。

論旨は、その装置が定常的かつ安全

に作動することは発明の技術的完成の

要件に属しないものと主張し、また、

それが旧特許法１条にいう工業的発明

とするのには、発明の技術的効果が産

業的なものであれば足りると論ずるが、

Ｘ発明が連鎖的に生起する原子核分裂

現象を安全に統制することを目的とし

たものであることに目を蔽うものであ

り、また、それが定常的かつ安全に実

施しがたく、技術的に未完成と認めら

れる以上、エネルギー発生装置として

産業的な技術的効果を生ずる程度にも

至っていないものといわざるをえない」

「特許出願の手続においては、右のよ

うな発明の技術内容の全貌が明細書（そ

の添付図面を含む。以下同じ。）のうち

に開示されて、その記述が審査の対象

となるわけである。その発明が技術的

に完成されたものかどうかも、明細書

の記述によって判断されるのである。

されば、右記述において発明の技術

内容が十分具体化、客観化されておら

ず、その技術分野における通常の知識

を有する者にとって容易に実施可能と

は認めがたいとすれば、その発明の実

２．出願書類との関係

１．安全の確保の要否

３．未完成発明の判断資料
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よって、このようなＸ発明が安全に

エネルギーを取り出すための手段を備

えていなければ、Ｘ発明の目的は達成

できず、課題も解決できないのですか

ら、「発明としてまだ完成していない」

といわざるを得ないのです。

５． 出願書類との関係♪

次に、発明が完成しているか否かの

問題と出願書類の記述には、どのよう

な関係があるのでしょうか？

本判決は、「明細書（図面も含む）」

の記述によって発明が完成しているか

否かを判断すると述べています。

「公開代償説」という考え方によれ

ば、特許制度とは、自分の発明を社会

に公開した者に対し、その代償として

一定期間その発明を独占できる特許権

を与えて保護するというものです。

そして、特許に関する手続きは、原

則として書面で行わなければなりませ

ん（特施規１条１項：書面主義）。

確かに、発明者の頭の中で発明が完

成していても、そのままでは他の人は

発明を理解することができません。

具体例を挙げて分かりやすく説明し

ましょう。風邪薬Ａは、風邪の症状を

緩和できるものの、使用した患者には

重大な後遺症を生じさせてしまうと

いった副作用があるとします。

果たして、風邪薬Ａは発明として完

成しているといえるでしょうか？

風邪薬Ａは、風邪の症状を緩和でき

るものの、使用すると患者に重大な後

遺症が生じてしまうため、およそ発明

として実施（特２条３項）できません。

このような実施できない風邪薬Ａに

特許を認めても、特許法の最終的な目

的である「産業の発達」（特１条）に

貢献しないのは明らかです。

よって、風邪薬Ａは発明として完成

していないということになります。

もっとも、本判決は、発明が完成し

ているというためには、常に厳格な安

全の確保が求められるとまで述べてい

るわけではありません。

もう１つ例を挙げて説明しましょ

う。風邪薬Ｂは、風邪の症状を緩和す

る効果があるものの、使用すると眠気

を催すといった副作用があるとします。

果たして、風邪薬Ｂは発明として完

成しているといえるでしょうか？

風邪薬Ｂは、風邪薬Ａとは異なり、

発明としての実施が十分に可能です。

それなら、風邪薬Ｂについて、その

副作用の解消を待たずに特許の取得を

認め、発明としての実施を促進したほ

うが、産業の発達につながります。

それに、風邪薬Ｂが早期に特許出願

されることで特許公報に掲載され（特

64条２項・66条３項）、最新の技術が

社会に広く公開されることにより、眠

気の誘発という副作用を防止する発明

も早期に考え出されるかもしれません。

また、風邪薬Ｂの安全を確保する役

割を担うのは、特許法や特許庁ではな

く、むしろ医薬品医療機器等法や厚生

労働省といった他の法律や機関である

とも考えられます。

よって、風邪薬Ｂは、発明として完

成しているといえるでしょう。

つまり、「発明の完成」において、

安全の確保が一律に必要だとも不要だ

ともいえませんし、仮に必要な場合が

あるとして、それがどの程度のレベル

なのかも一律ではないのです。

本判決が示唆するように、それは発

明の目的
4 4

や発明が解決しようとする課
4

題
4

といった各種の要素に照らして判断

することになるでしょう。

本件についていえば、Ｘ発明は、安

全にエネルギーを取り出すことを発明

の目的とし、課題としています。

【ひと目で分かるこの判決のポイント】

Ａ３．特許出願後の資料を用いて特許出願時に
発明が完成していたのかを判断できる。

Ａ１．発明の目的や課題といった各種の要素に
照らせば、必要になる場合もあり得る。

Ｑ３．いつの時点の資料を
使用できるのか？

Ｑ２．出願書類の記述とは
いかなる関係か？

Ｑ１．安全を確保しなけれ
ばならないのか？

Ａ２．当業者が容易に実施できるぐらい明細書
に具体的に記述されている必要がある。
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ですから、発明を他の人に明確かつ

客観的に説明するため、「技術文献」

としての役割を持つ明細書に発明を記

述する必要があるのです。

そうだとすると、本判決が「明細書

の記述に基づいて発明が完成している

か否かを判断する」としたのは、当然

のことを言っただけなのです。

また、本判決は、「明細書の記述に

おいて発明の内容が十分に説明されて

おらず、その発明の属する技術分野に

おいて通常の知識を有する者（当業者）

にとって容易に実施できないのであれ

ば、発明が完成していないと判断して

差し支えない」と述べています。

この点、現行特許法も、明細書にお

ける「発明の詳細な説明」の記載につ

いて、「当業者がその発明の実施がで

きる程度に明確かつ十分に記載しなけ

ればならない」（特36条４項１号）と

規定しています（実施可能要件）。

確かに、いくら明細書に発明の内容

が記述されていたとしても、その分野

の技術者でさえ、その発明を実施でき

ないような不明確で不十分な記述で

は、自分の発明を社会に対して公開し

たことにはならないでしょう。

本件についていえば、原子炉に関す

るＸ発明が、その明細書に記述されて

いる内容では、原子炉の技術者でさえ

安全にエネルギーを取り出せないので

あれば、ヤッパリ発明として完成して

いないと判断せざるを得ません。
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もし、このようなＸ発明に特許を認

めてしまうと、その内容を十分に公開

していないにもかかわらず、Ｘに発明

を独占する権利を不当に与えることに

なってしまうわけです。

６． 未完成発明の判断資料♪

最後に、発明が完成しているか否か

を判断するには、いつの時点の資料を

用いることができるのでしょうか？

本判決は、発明が完成しているかど

うかは「特許出願時」を基準にして判

断することを前提としています。

もし、発明は出願時に完成していな

くても構わないとすれば、ドラえもん

の「ひみつ道具」のような願望や夢物

語でも「とりあえず出願しておこう」

などと不完全な内容の出願を助長する

ことになりかねません。

本判決が述べるように、発明は出願

時に完成していなければならないのだ

とすれば、不完全な内容による特許出

願を防ぐことにつながるわけです。

そして、本判決は、出願後に判明し

た事実であっても、発明が完成してい

るか否かを判断する資料として用いる

ことができると述べています。

確かに、出願時を基準にして判断す

るからといって、その当時の資料しか

使えないという理由にはなりません。

そして前述のように、発明が完成し

たというためには、その出願時に当業

者が実施できることが必要です。

そうすると、出願時にその分野の技

術水準がどの程度のレベルにあったか

を把握しておく必要があり、それを示

す各種の資料は、出願後に生じること

もあるでしょう。

本件についていえば、Ｘ出願が行わ

れた当時の原子炉の技術水準につい

て、Ｘ出願後に出版された刊行物など

を踏まえることによって、Ｘ出願時に

Ｘ発明が完成していたか否かについ

て、より正確に判断することができる

のです。

７． おわりに♪

本誌の読者には、企業、研究所、ま

たは特許事務所などで特許出願の実務

に携わっている方も多いでしょう。

その明細書の記述によれば、果たし

て発明が完成しているといえるかとい

うことも大事な特許要件の１つですの

で、特許を出願する際は、この点にも

十分に注意してください。

それでは、今回の「未完成発明」の

レッスンはここまでにしておきましょ

う。皆さんお疲れさまでした！


